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おわ　り　に

-　はじめに

犯罪被害者救済に関する課題は、極めて総

合的な対策が重要な積域であり、司法におけ

る施策で全てが解決されるわけではない(1)

しかし、司法がそこで果たす役割には、いぜ
ん大きなものがある。そして、とりわけ刑事

司法において「忘れられてきた存在」ともい
われる被害者であるが、まだしもこの領域で

は、公開裁判のもとで一定の配慮はなされて

いたといい得るし、平成12年には、いわゆ

る犯罪被害者保護関連二法の成立によって、

被害者等の意見陳述権(刑事訴訟法〔以下、

「刑訴法」という〕 292条の2)を含む重要な
被害者対策がなされた(2)また、実務・学界

における議論も、それ以前から盛んに行われ

ており,多くの有益な成果が得られてい

る(3)これには、わが国における被害者学の

発展が寄与するところが大きい(4)さらに、

刑事法の専門外の人々からも、大きな関心が
払われてきた(5)

ところが、こと少年司法における被害者に

対する配慮については、これまで研究成果も

比較的少なく(6)、例えば、刑事司法との関係
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でどのような分析視角を持つべきや、といった
基本的な課題の追究さえ十分ではなかったよ
うに思われる。少年司法における被害者対策

は、少年の健全育成理念や審判の非公開とい

う点で大きく成人刑事司法と異なっており、

刑事司法の単なる適用拡大の問題で済まされ
るものではない。この健全育成の理念に関

し、瀬川晃教授は、 「この壁を壊さずに乗り

越えなければならないという点で、少年審判
における被害者の地位の問題は特殊性を有し

ている。」とされ、刑事司法から分離した形

で少年審判における被害者の地位について議

論する必要性を示唆されている(7)

そこで、本稿においては、司法外の様々な
被害者支援策や刑事司法における被害者対策

問題の重要性を視野に収めつつ、諸先学の成
果を踏まえながら(8)、少年司法内、とりわけ

審判段階における手続参加の問題について、

若干の比較法的考察をしてみたい。その前

に、改正少年法で得られた被害者対策の規定

を概観しておこう。

=　改正少年法における被害者?の
配慮

今回成立した改正少年法における被害者関

係の規定は、情報提供に関するもの(5条の

2、 31条の2)と意見聴取に関するもの(9

条の2)とに分けられる。以下これを順に検
討する(9)

まず5条の2は、 (被害者等による記録の

閲覧及び謄写)として、審判開始決定があっ
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た後に、被害者等00又は弁護士に対する非行

事実関連記録の閲覧謄写を認めるもので、法

制審議会の改正案80では取り上げられなかっ

たものであり、少年審判規則7条2項の規定
を被害者等にまで拡大し、法律条文に格上げ

したものといえる。従来から耽り上げられて

いたのは、 31条の2 (被害者等に対する通
知)であり、こちらは終局決定後において、

少年・法定代理人の氏名や住所・居所、決定

年月日、主文・理由の要旨を通知する規定と

なっている。

これまで情報提供については、その主体を
めぐり議論があったがOか、法改正によって一

応の決着をみたことになる03)しかし、この

規定によって警察の連絡制度や検察の通知制

度伽が否定されたわけではない。被害者の知

る権利と少年のプライヴァシー権との調和の
視点から、各機関の分業を明確にしたうえ、

バトンタッチの問題も含め、関係各機関がよ

く協議する必要がある。いずれにしても、少
年および付添人の同意を得るような運用が期

待される。

なお、捜査機関による通知制度と同様05)、

この5条の2および31条の2の規定は、権
利あるいは請求権ではないと考えられる8日。

これは、刑訴法の規定同様「申出」としたう

え、閲覧又は謄写を「させることができる」

(5条の2)としているところからも明らかで
ある。 31条の2については、通知「するも

のとする」としている点で若干家裁の責務が

強くはなるが、権利の承認にまでは至ってい
ないと解される。さらに、これらの許可や通

知は、司法行政上の措置と考えられ、裁判所

の許否の判断に対して不服申立が認められな

い0刀。少年の健全育成等との関係や事後審査
の困難性等を考慮すると、とりあえずは妥当

な落とし所というべきである。

被害者の権利と少年のプライヴァシー保護

との調和という点では、 5条の2第3項(31

条の2第3項も準用)が、情報を得た被害者

等による濫用を禁じる一方で、裁判所の条件
付与を認めず0㌔且つ罰則を設けていないの

も妥当な線と評価できる。さらに、情報の必

要性は、民事上の損害賠償請求に資する面も

あり、 「申出」期間を3年としたのは、民法

724条の消滅時効との関係で整合性が認めら
れる。

次に、 9条の2が、 (被害者等の申出によ
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る意見の聴取)を定める。これも、主に事実

認定手続の適正化を目指した法制春の改正案

中では落とされていた点である。これは、刑

訴法の規定と異なり「陳述」そのものではな

く、 「陳述の聴取」の承認であり、審判への
参加を認めたものではない。ただ、これまで

も被害者の在廷については、少年審判規則

29条から可能と解されてきた。なお、ここ
でも「申出があるときは　-聴取させるもの

とする」と規定しており、5条の2よりも強

ゆではあるものの、権利性はなく、また不服
申立もできないのは情報提供のばあいと同様

である。調査官に聴取させる際は、少年担当
の調査官とは別の調査官が担当するべきであ

ろう(19)。

以上のような改正は、被害者に対する配慮

として重要なものである。ただ、検討事項は
なお存在する。とりわけ、被害者の審判延へ

の参加の是非については議論があり、次に諸

外国の制度も交え考察する。

三　手続参加に関する比較法的考察

近年わが国でも修復的司法観の支持者は多

く、少年司法にも何らかの形で被害者の参加
を認めるべきだとの意見も有力である¢0。し

かし、多くの支持者も審判段階への立会ない

し参加には消極的であり伽、ダイヴァージョ

ンの一形態として加害者一被害者間の刑事調
停を構想するか、あるOは処分執行段階ない

し釈放前にこれを認めるという考え方のよう

にみえる励。さて、この間題をわが国で十分

に検討するための準備作業として、諸外国で
は、少年審判における被害者参加をどう扱っ

ているか、若干の国について概観する。

まず、アメリカは、司法外の被害者支援が

かなり進んだ国であるが、それでも被害者側
からの少年裁判への出席要求は強く、いくつ

かの法域では、被害影響供述(以下「VIS」

とする)が処分前調査に付け加えられ、少年

の処分に対して意見を提出する機会が与えら

れてきているほか、 1996年までに22州が少

年犯罪被害者対策立法を行い、その中の規定・

には少年裁判所手続において聴聞の機会を与
えるものが多いという切。同じくイギリス

(イングランドとウェールズ)も司法外にお

ける支援が充実していることで知られるが、
こちらではアメリカのVISに対しては比較

的冷淡であって、成人のばあいでさえ批判的
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な見解が多いようである04。宣告段階とはい
え、被害者の参加は刑法の基本原則に反する

と考えられており、比較的わが国の議論に近

いものがある。ただし、比較的軽い事案を取

り扱う青少年犯罪者パネルは、被害者の出席
を許可することができ、そのばあいパネルの

同意を得て付添人の同伴を認めることもでき

る(1999年青少年・犯罪取扱法7条4項a

号及び5項)脚。なお、伝統的に英米法系の

国々には、理念のレベルに私訴的発想があ
り、イギリスでは制度としては認めている

が、現実には私人訴追は行われていないに等

しい脚。

次に大陸法系の国々はどうか。まずドイツ

では、成人に対し認められている私人訴追と

附帯訴訟は、少年に対しては認められなu
(少年裁判所法80条1項3項)即。これ埠、

私訴原告人としての被害者は、教育的な考慮
にもとづいた気配りもなしに、個人的な報復

欲求の視点と主観的な権利の貫徹のみからあ

まりに安易に訴訟をせきたてるからだ、とさ

れる伽。なお、刑訴法上の被害者に対する損
害賠償の規定も少年手続においては適用され

ない(少年裁判所法81条)。その他の刑訴法

上認められている被害者の権限が少年事件で
認められるのか否かは明確でない脚。ただ、

少年裁判所法48条は非公開原則を規定する

ものであるが、 2項で被害者の出席を認め

る。また、被害者が殺されたばあいは、その

親族が出席できる。被害者側弁護士の立会も
可能である00。これに対してフランスでは、

少年事件であっても附帯私訴当事者となるこ

とができ、それは少年係裁判官の段階から少
年裁判所、少年重罪法院に至るまで可能であ

る(1945年2月2日のオルドナンス6条)0

ただ、少年事件のばあい、直接に事件係属を

果たせず、検察官の訴訟行為に参加すること
にな-Bl。

最後に、イタリアでは、少年刑事手続法

(1988年共和国大統領令448号「少年被告人

の責任に関する刑事手続規定」) 31条5項が

刑事訴訟法90条を準用しており、犯罪被害

者は、記憶を述べ、証拠の基本要素を示すた

めに予備聴聞に参加する。同条の規定は裁量

的でないが{La persona offesa partecipa)

もちろん必ずしも出席する必要はないと解さ

れる。ただし、同法10条は、少年裁判所に

おいては、犯罪によって被った損害の返還や
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改正少年法と被害者の権利拡大

賠償を求めて私訴権を行使することはできな

い旨規定している。なお、イタリアにおける

少年に対する予備聴聞は、 1人の司法官と、

男女1人ずつ2人の名誉職裁判官の計3人に

ょって少年裁判所でおこなわれる鋤。

こうしてみると、わが国での大方の見解と

異なり、欧米諸国では、少年審判においても

被害者の手続参加がそれなりに行われている

ことがわかる。このうち、被害者にとっても

っとも張力な地位を保障するのは、附帯私訴

原告人の地位を得られるフランスのシステム

ということになるだろう。ただしそれは、同

時に少年の立場を追いつめ易いということに

も繋がる。両者の権利のバランス等を考慮す

ると、ドイツまたはイタリアのように、成人

事件のばあいには認める私訴権を少年事件に

おいて遮断し、被害者としての地位にもとづ

く出席権を認めるという方向が望ましいのか

も知れない。

四　おわり　に

少年審判の非公開性という原則は、ほぼ世

界共通であり、成人のばあいには傍聴という

手段で得られる情報が、通常では得られない

という問題があった。そこでわが国でも、今
回の改正により一定の情報提供と意見聴取と

いう手当が施され、これは大きな一歩として

評価できる。しかし、手続参加には、これら

に吸収され尽くせない問題も含まれている。
わが国の少年司法の構造は、大陸法のものと

は異なっており、両司法構造の差異を踏まえ

たうえでなお慎重に検討する必要はあるが、

少なくとも審判過程に、正式な「出席者」と
して被害者は参加する権利があるものと思わ

れる(33)これに対しては少年を萎縮させ、少

年が益々心を閉ざすことになるとの懸念が従

来より提出されているが、むしろ少年の非行
克服にこそ、被害者遺族等の「気持ち」を知

ってもらうことが不可欠なのである。

既に心理学は、他者に対する偏見が、その

対象に関する無知や接触のなさから生じるこ

とを実験科学的に示しており、人間に対する
理解の不足は、人間に対する偏見を生む糾。

被害者にとっても少年にとっても、審判とい

う場でお互い接触する機会を持つことができ

れば、被害者の「知りたい」という欲求も充

足され、不必要な応報感情を醸成する契機も

減少していくのではなかろうか(35)。そのばあ
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い、審判を指揮する裁判官の果たす役割がこ

れまで以上に重要なものとなるのは、今更い

うまでもない。

く註)
(1)周知のように、アメリカのNOVAや
NVC、ドイツの「白い環」等の活動が成果を
あげており、狭義の司法外、または司法との
連携による被害者サポートの充実度が、司法
のレベルにおける.支援のあり方に影響を与え
ている。伝統的に被害者の手続参加に消極的
であった英米法系の国々や、それが制限され
たドイツにおいて、司法前の刑事調停システ
ムや司法後の国家補償制度が早くから発達し
てきたことは偶然とは思われない。また、司
法外においては特に各種市民団体やNPO等
のサポート体制が重要な役割を果たしている。

(2)特集「犯罪被害者保護関連二法の成立と
展望」現代刑事法第2巻11号(2000年)所
収の各論文等参照。

(3)最近の重要なものだけでも、特集「犯罪
被害者の保護と支援」現代刑事法第2巻2号
(2000年)、特別企画「犯罪被害者と刑事手
続」季刊刑事弁護第22号(2000年)、特集
「犯罪被害者の保護」ジュリスト1176号
(2000年)、特集① 「犯罪被害者の保護と救
済」ジュリスト1163号(1999年)等に所収
の各論文など、枚挙に蓮がない。

(4)諸津英道r[新版]被害者学入門j (成文
堂、 1998)、宮津浩一.田口守一・高橋則夫編
r犯罪被害者の研究j (成文堂、 1996)、カイザ
ー/クーリー/アルブレヒト(宮浮浩一・田口
守一・高橋則夫編訳) r犯罪被害者と刑事司
法j (成文堂、 1995)、宮津浩一r被害者学の
基礎理論j (世界書院、 1956)等参照。

(5)さしあたり、新患里r犯罪被害者支援-
アメリカ最前線の支援システムj (径書房、
2000年)、河原理子r犯罪被害者j (平凡社新
書、 1999)等参照。また、少年問題が中心で
あるが、被害者側からのものとして、児玉昭
平「被害者の人権J (小学館、 1999年)等が
^m.

(6)服部朗・佐々木光明rハンドブック少年
法j (明石書店、 2000年) 351頁以下は、 「被
害者」と少年法の問題につき、これまでの議
論状況等をコムパクトに紹介する。

(7)瀬川晃「少年審判と被害者の地位」ジュ
リスト1152号(1999年) 99貢

(8)本稿は、村越一浩「少年事件と被害者」
現代刑事法第1巻5号(1999年)を踏まえて
おり、これに昆上屋を架きないよう努めたの
で、併せ参照のこと。

(9)詳細は、入江猛「r少年法等の一部を改正
する法律Jの趣旨及び概要」本号29貢以下の
該当部分を参照。

(10)本法で被害者等とは、 「被害者又はその法
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定代理人若しくは被害者が死亡した場合若し
くはその心身に重大な故障がある場合におけ
るその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹
をいう」となっている。刑訴法231条2項、
292条の2第1項等を踏襲したものと思われ
るが、 「被害者等」がこのような伝統的な例示
に今後も限定されるべきかについては検討を
要する。範囲を拡大しすぎることは問題であ
るとしても、事実婚における伴侶等、もう少

し現代社会の罪状に適合させるべきではなか
ろうか。なお、 「被害者」とは、刑訴法230条
等の解釈から、当該犯罪又は刑罰法令に触れ

る行為により直接の被害を被った考を指すも
のと考えられる(村越・前掲註(8)72貢参照)0

(ll)被害者通知制度について、審議内容の詳
細は、瀬川・前掲註(7)参照。

(12)村井敏邦「少年事件と情報公開」法学セ
ミナー527号(1998年) 70貢は、被害者の同
意を前提として、 「審判官が少年と附添人の意
見を聞いた上で、審判に関する情報をマスコ
ミを通じて伝達するという方法は考えうる」
とし、岡田悦典-岡田久美子「被害者ケアと
法的支援の構想」同76貫も同様の口吻を示
し、いずれも捜査機関による情報提供に消極
的である。これに対し、川出敏裕「犯罪被害
者に対する情報提供」現代刑事法第2巻2号
(2000年) 20頁は、 「捜査機関と家裁とで判断
の質に格段の差異は生じ」ず、また健全育成
の観点のみから家裁に委ねるのは現実的でな
いとして、捜査機関による情報提供を承認す
る。

(13)ただし、 5条の2ではその主体が「裁判
所」、 31条の2では「家庭裁判所」となって
いる。前者は、おそらく逆送後の刑事裁判所
をも想定したものと解されるが、 「第二章少
年の保護事件」の華中に刑事事件の手続規定
が存在することになるのは、 「第5条(管轄)
の2」としても、多少の違和感がある。

(14)家庭裁判月報第52巻11号(2000年)
1貫以下参照。

(15)捜査機関における通知制度の権利性につ
いては、川出・前掲註(12)19、 20頁参照。

(16)龍岡資晃「犯罪被害者等の保護を図るた
めの公半帽己録の閲覧謄写と民事上の争いにつ
いての刑事訴訟手続における和解の制度の導
入」現代刑事法第2巻11号(2000年) 36貢
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